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令和３年度 旭市地域防災計画の修正概要 

令和 4年 3月 

 

１．修正の背景                                               
 現行の旭市地域防災計画は、平成 28年の熊本地震や同年の台風 10号など、各地で発生した

大規模災害の教訓を踏まえて改正された災害対策基本法や防災基本計画を反映して平成 31年

3月に修正した。 

しかし、その後も、令和元年の房総半島台風や東日本台風、令和 2年 7月豪雨など各地で発

生した大規模災害の教訓を踏まえ、国においては、防災関係法令等の改正、防災基本計画の修

正及び関連する指針の改訂を行っている。千葉県においても、千葉県地域防災計画を修正した

ほか、千葉県大規模災害時応援受援計画の修正や、令和元年台風 15号等災害対応検証会議等を

行い、防災力の強化を推進している。  

本市においても、国土強靭化地域計画の改定、新庁舎竣工による業務継続体制の強化、避難

所の新型コロナウイルス対策、災害協定の拡充など防災体制の一層の充実と地域防災力の向上

を図っている。  

これらの状況を踏まえ、防災関連法令の改正や上位計画の修正等との整合を図り、本市の防

災体制及び災害対策をより実効性の高いものとするべく計画を修正した。 

 

２．計画の構成                                               
旭市地域防災計画は、計画全体の基本事項を示す総則、災害種別の計画（地震・津波、風水

害、大規模事故の３種類）及び資料の５つの編で構成している。 

また、災害種別の計画（地震・津波、風水害、大規模事故）は、平時の取組（災害予防計画）、

災害時の対応（災害応急対策計画）及び災害からの回復（災害復旧・復興計画）の３つの局面

を基本として構成している。 

〈旭市地域防災計画の構成・概要〉 

編構成 概 要 

総  則  編 
▸本計画の全般的な目的、方針、防災関係機関とその業務、市民等の役割、 

地域の特性等を記載。 

地震・津波編 

▸地震による揺れ、液状化、火災及び津波への対策を記載。  

▸附編として南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法に基づく、南海 トラフ地震防災対策推進計画を記載。 

風 水 害 編 
▸大雨による土砂崩れ、洪水や高潮による浸水、強風や竜巻等による風害等 

への対策を記載。 

大規模事故編 

▸大規模火災、林野火災、危険物等の爆発・漏洩等の事故、航空機の墜落事 

故、鉄道の脱線等の事故、道路における多重衝突事故、海難事故、油等の 

海上流出事故、放射性物質事故、大規模停電への対策を記載。 
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３．修正のポイント                                               
 

１）関係法令との整合 

 

ア 災害対策基本法（以下「基本法」という。）の改正に伴うもの 

▸避難勧告と避難指示を避難指示（警戒レベル４）に一本化し、垂直避難等による屋内安

全確保が可能な居住者等を考慮して“立退き避難が必要な居住者等”を対象として発令

することとした。また、災害が切迫して立退き避難が危険な場合は「緊急安全確保（レ

ベル５）」を発令することとした。 

▸避難指示等の発令時に市内に緊急避難場所等を確保できず、他市町村への立退きが有効

な場合は、当該市町村長と協議して広域避難を実施することを追加した。 

▸従来の避難行動要支援者名簿に基づいて作成する個別計画は、基本法に基づく「個別避

難計画」として整備し、避難行動要支援者及び避難支援等実施者（当該個別避難計画に

氏名等が記載された避難支援等の実施者）が同意した場合は避難支援等関係者に対して

個別避難計画情報を必要な限度で提供することを明記した。 

 また、災害が切迫し避難支援を特に必要とする場合は、避難行動要支援者名簿と同様に、

同意がなくても個別避難計画情報を必要な限度で避難支援等関係者に提供することを追

記した。 

 

イ 水防法の改正に伴うもの 

▸洪水浸水想定区域の想定規模が計画規模（概ね 50 年に１回の大雨）から想定最大規模

（概ね 1000 年に１回の大雨）に変更され、水位周知河川※１である黒部川の洪水浸水想

定区域が市内にかかることとなったことから、黒部川の洪水浸水想定区域の特徴等を明

記した。 

▸また、洪水浸水想定区域においては、特別警戒水位※２の到達情報の伝達、洪水浸水想定

区域にかかる要配慮者利用施設（高齢者、障害者等の入所・通所施設）の避難確保計画
※３の作成等が義務化されていることから、それらの情報伝達や計画の作成について明記

した。 

 ※１ 水位周知河川：主要な中小河川で、避難の目安となる水位情報を提供する。 

 ※２ 特別警戒水位：避難指示等の判断の基準とする水位 

 ※３ 避難確保計画：洪水等から要配慮者利用施設の利用者を円滑に避難させる計画 

 

ウ 災害救助法、被災者生活再建支援法の改正に伴うもの 

▸令和元年房総半島台風により、被災住宅の応急修理の支援対象が“半壊に準ずる程度の損

傷（準半壊）”に拡充されたことを踏まえ、また、令和 2年 7月豪雨（熊本等）により、

被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象として、半壊世帯のう

ち大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を要する世帯（中規模半壊世帯）を追

加されたことから、被害家屋認定調査や罹災証明では中規模半壊、準半壊の区分を設け

るとともに、準半壊の被災世帯に被災住宅の応急修理を支援することを明記した。 
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２）上位計画等との整合 

 

ア  防災基本計画（以下「基本計画」という。）の修正や国の指針の改訂  

▸住民がとるべき行動が直感的に理解できるように設定された「５段階の警戒レベル」に

合わせて、また、避難情報のガイドラインの改訂を踏まえ、洪水等を対象とした高齢者

等避難（レベル３）、避難指示（レベル４）、緊急安全確保（レベル５）の発令基準を修

正した。 

▸総務省が創設した「応急対策職員派遣制度」を活用し、災害マネジメントを支援する「総

括支援チーム」や避難所運営・罹災証明等を支援する「対口支援チーム」の派遣を要請

できることを明記する。 

▸国の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを踏まえ、避難所の過密を防止する避

難行動の普及や避難所における衛生管理や避難者の健康管理を適切に行うことを追記し

た。 

▸東海地震関連情報の発表が行われなくなったことから、附編１「東海地震に係る周辺地域

としての対応計画」を資料編に移行した。 

 

イ 千葉県地域防災計画の修正や県の調査・指針の改訂  

▸令和元年房総半島台⾵における災害教訓を踏まえ、県職員へのプロアクティブの原則の

普及が導⼊されたことを踏まえ、本市においてもプロアクティブの原則（「疑わしいとき

は行動せよ」、「最悪事態を想定して行動せよ」、「空振りは許されるが見逃しは許されな

い」）を職員に普及することを明記した。 

▸大規模災害時に県が市町村への情報連絡員を早期に派遣する体制を導⼊したことを踏ま

え、県の情報連絡員との連携について明記した。 

 

３）市の取組の反映 

ア 災害協定の拡充 

▸ 県ペストコントロール協会との防疫業務に関する協定、東京電力との停電復旧に関する

協定など多数の団体・企業と災害協定を新たに締結したことを踏まえ、災害応急対策に

おいてこれらの協定を活用することを追記した。 

イ 避難体制の充実 

▸ 市長不在時にも避難指示等を速やかに発令できるよう、発令権限の代行順位を設定した。 

▸ 旧本庁舎跡地に予定する公園について、指定緊急避難場所として利用することを明記し

た。 

ウ 新庁舎竣工による業務継続体制の強化 

▸ 今年度竣工した新庁舎については非常電源、非常用排水槽等を整備したことから、これ

に合わせて業務継続体制の強化を図ることを明記した。 
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エ 消防署分署機能の効率化 

▸ 災害対応力や消防体制の充実強化を図ること、また、消防本部施設が被災した場合の代

替機能を果たすため、分署機能の整備を進めることを明記した。 

オ 防災行政無線の聴取困難対策等 

▸ 防災行政無線の老朽化に伴う更新と併せて高性能化を計画的に進めること、また、聴取

困難対策を行っていくことを明記した。 

カ 新型コロナウイルス等感染症対策の強化 

▸ 新型コロナウイルス等に感染した自宅療養者への避難情報の伝達、避難所での有症状者

の対応などについて保健所と連携して行うことを明記した。 

▸ 避難所での新型コロナウイルス等の感染を防止するため、避難所にフェイスシールド、

非接触型体温計、消毒液、パーティション、段ボールベット等を配備することを明記し

た。 

▸ また、避難所内のゾーニング、衛生確保、避難者の健康管理等を適切に行うことを明記

した。 

キ 停電対策 

▸ 令和元年房総半島台⾵による大規模停電を踏まえ、大規模停電対策計画を追記した。 

 

 


